
アモール・デ・ディオス 利用規定 

長く、快適に、多くの方に利用いただくために下記の利用規定をお守りください。 

 

① 利用申込書の提出－はじめてご利用になるときは、利用申込書の提出をしてください。 

          (オーナーチェンジのため、以前からご利用の方もご提出ください。) 

② 時間厳守－予約時間を守ってください。 

③ 料金支払い－現金にてお支払いください。料金の支払いが滞った場合、利用をお断りす 

ることがありますのでご了承ください。また利用後の値下げ交渉には一切 

応じられませんのでご注意ください。 

④ 靴の点検－フラメンコシューズ及びバレエシューズ等の点検を行ってください。靴の釘 

が出ていた場合、松脂等で黒くなっていた場合等、練習を中断しても靴の 

メンテナンスをしてから利用してください。あまりにひどい靴でのご利用 

により、床を張り替えなければならなくなった場合、修繕費をいただきま 

す。なお、同室でご一緒の方に関しても予約をなさった方の責任とさせて 

いただきますので、ご注意ください。 

⑤ 部屋の点検－利用時間が終了したら、椅子等備品はあった場所に戻して、電灯、換気扇 

クーラーのスイッチをお切りください。 

⑥ ゴミの持ち帰り－ゴキブリ等の害虫の元ですので、カン、ビン以外のゴミは、ご自分で 

お持ち帰りください。 

⑦ 名前の確認－部屋に入る前及びご利用後に事務所に一言声をお掛けください。お名前を 

確認させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

⑧ 禁煙－アモール・デ・ディオスは、全館禁煙です。おタバコは館外でお願いします。そ 

の他、室内での火気のご利用は絶対に止めてください。同室でご一緒方にも徹 

底してください。 

⑨ 荷物の保管－ご自分の荷物は、ご自分で管理してください。紛失した場合、スタジオで 

は、責任をもてませんのでご理解お願いいたします。特に大事な靴、コー 

ト、衣類、金銭等はご自分のそばに置かれますようご注意ください。 

(他のスタジオでなくなった事例を聞いております。) 

⑩ その他－事務所に無断で置き靴等をしないで下さい。カビの原因になりますので、衣類 

は、お持ち帰りください。又、名前のないものは、処分させていただきます。 

⑪ 連絡先の変更－住所、連絡先が変更になったときは速やかにご連絡ください。 
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